
旧
船
渡
村
の
不
動
院
は
大
泉
院
の
別
称
で
「
会
之
川
」
の
中
島
跡
に
あ
っ
た
の
か

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

『
越
谷
市
の
史
蹟
と
伝
説
』（
１
）

で
は
、「
船
渡

不
動
院
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

Ａ
家
は
新
方
字
船
渡[
中
略]

家
号
は
不
動
院
、
そ
の
由
縁
は
不
詳
な
れ
ど
、
武
蔵
風
土
記
（
マ
マ
）
に
あ
る
古
跡
大
泉
院
の
法
流
を
汲
み
た

る
も
の
か
当
家
に
本
尊
不
動
明
王
開
基
清
學
弘
治
二
年
示
寂
の
碑
と
修
験
行
者
の
法
螺
貝
仏
具
等
が
残
存
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
主
人
の
話
し
に

よ
る
と
遠
く
先
祖
は
大
阪
（
マ
マ
）
落
城
の
落
武
者
な
り
と[

中
略]

今
日
Ａ
家
が
不
動
院
と
呼
ば
れ
居
る
も
当
家
先
祖
が
山
伏
僧
侶
と
し
て
□

時
栄
え
た
の
が
窺
い
覗
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
古
く
は
現
在
の
広
き
屋
敷
内
に
大
泉
院
、
南
泉
院
、
不
動
院
の
三
院
が
あ
り
た
る
由
、
こ

の
三
院
は
今
日
寺
院
と
し
て
の
形
で
残
る
も
の
は
な
く
只
Ａ
家
が
現
在
家
号
を
不
動
院
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。[

後
略]

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
船
渡
村
の
項
（
２
）

で
は
、「
船
渡

不
動
院
」
の
記
載
は
な
く
、「
南
泉
院
」、「
大
泉
院
」
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
記
載
が
あ
る
。

南
泉
院

同
宗
（
筆
者
注

新
義
真
言
宗
）、
下
総
国
葛
飾
郡
木
野
崎
村
遍
照
院
門
徒
、
高
富
山
と
号
す
、
本
尊
薬
師
、
開
山
尊
秀
、
宝
永
四

年
（
筆
者
注

一
七
〇
七
）
八
月
十
三
日
示
寂
、

大
泉
院

当
山
派
修
験
、
江
戸
青
山
鳳
閣
寺
配
下
、
玉
林
山
と
号
す
、
本
尊
不
動
、
開

基
清
覚
、
弘
治
二
年
（
筆
者
注

一
五
五
六
）
寂
す
、

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
船
渡
村
の
項
（
２
）

で
は
、「
香
取
社
」
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

香
取
社
二

一
は
村
の
鎮
守
に
て
、
大
泉
院
の
持
、
一
は
無
量
院
の
持

Ａ
家
に
伝
来
す
る
文
政
十
一
年
（
筆
者
注

一
八
二
八
）
三
月
「
Ａ
家
文
書
」（
３
）

に
は
、「
正
一
位
香
取
大
明
神
」
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
記
載
が
あ
る
。

武
州
埼
玉
郡
船
渡
村

別
當
不
動
院
境
内
ニ

在
之
鎮
守
江

奉
勧
遷

以
上
、『
越
谷
市
の
史
蹟
と
伝
説
』、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』、「
Ａ
家
文
書
」
か
ら
、
現
在
の
Ａ
家
の
敷
地
内
に
、「
大
泉
院
、
南
泉
院
、
不
動

院
」
の
三
院
及
び
船
渡
村
鎮
守
の
「
香
取
社
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
が
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
、
そ
の
「
三
院
一
社
」
の
す
べ
て
の
正
確
な

位
置
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

一

不
動
院
と
大
泉
院

こ
の
よ
う
に
正
確
な
位
置
が
不
明
な
が
ら
、
か
つ
て
は
「
三
院
一
社
」
が
密
集
し
た
Ａ
家
の
敷
地
内
に
お
い
て
、
現
在
の
Ａ
家
の
母
屋
の
周
辺

に
、
少
な
く
と
も
一
社
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
明
治
十
三
年
測
量
の
「
迅
速
測
図
」（
４
）

か
ら
判
明
す
る
。

「
迅
速
測
図
」
で
は
、
現
在
の
Ａ
家
の
母
屋
付
近
の
西
側
に
「
八
幡
社
」
の
記
載
が
あ
る
が
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』、『
武
蔵
国
郡
村
誌
』(

５)

、

昭
和
五
十
六
年
一
月
の
「
合
祀
七
十
周
年
記
念
の
由
緒
書
」(

６)

の
い
ず
れ
に
も
、「
八
幡
社
」
の
記
載
は
な
い
の
で
、
こ
の
社
こ
そ
が
、「
Ａ
家
文

書
」
に
記
載
さ
れ
る
「
不
動
院
」
が
別
当
を
務
め
た
旧
船
渡
村
鎮
守
の
「
香
取
社
」
で
あ
つ
た
こ
と
が
判
明
し
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
で
は
、

旧
船
渡
村
の
鎮
守
は
「
大
泉
院
」
の
持
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
不
動
院
」
は
「
大
泉
院
」
の
別
称
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。

つ
ま
り
、「
不
動
院
」
が
「
大
泉
院
」
の
別
称
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

①
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
で
は
、「
不
動
院
」
の
記
載
が
な
く
、
旧
船
渡
村
の
鎮
守
で
あ
る
「
香
取
社
」
が
、「
大
泉
院
」
の
持
で
あ
っ
た
と
い

う
記
載
が
あ
る
。

②
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
で
は
、「
大
泉
院
」
の
本
尊
が
「
不
動
」（
筆
者
注

不
動
明
王
）
で
あ
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

③
「
Ａ
家
文
書
」
で
は
、
旧
船
渡
村
の
鎮
守
で
あ
る
「
香
取
社
」
の
別
当
が
、「
不
動
院
」
で
あ
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

と
い
っ
た
「
三
点
」
も
、
す
べ
て
説
明
が
可
能
と
な
る
。



二

「
会
之
川
」
の
中
島
跡

加
藤
幸
一
氏
に
よ
る
現
地
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
大
落
古
利
根
川
の
か
つ
て
の
支
流
で
あ
っ
た
「
会
之
川
」(

７)

の
流
路
の
ひ
と
つ
が
、

現
在
の
Ａ
家
の
西
か
ら
東
へ
向
か
っ
て
流
れ
て
、
大
落
古
利
根
川
に
合
流
し
て
い
た
と
い
う
口
伝
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
の
「
会
之
川
」
の
流
路
跡
の
ひ
と
つ
は
、「
地
理
院
地
図
」
に
記
載
さ
れ
る
標
高
五
メ
ー
ト
ル
の
ラ
イ
ン
の
北
側
を
辿
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
標
高
五
メ
ー
ト
ル
の
ラ
イ
ン
そ
の
も
の
は
、
大
凡
、「
会
之
川
」
の
右
岸
の
自
然
堤
防
で
あ
る
。

「
会
之
川
」
の
流
路
跡
の
ひ
と
つ
を
「
地
理
院
地
図
」
で
確
認
す
る
と
、
現
在
の
Ａ
家
の
母
屋
を
中
心
と
す
る
敷
地
は
、「
会
之
川
」
の
右
岸

の
自
然
堤
防
か
ら
北
側
に
突
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
会
之
川
」
の
流
路
跡
に
対
し
て
半
島
状
、
ま
た
は
中
島
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
全
国
に
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
聖
地
の
多
く
は
、
川
の
中
州
、
中
島
を
立
地
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
熊
野
本
宮
大
社
旧
社
地
「
大
斎
原
」
の

例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
民
俗
学
の
分
野
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

筆
者
も
越
谷
市
の
例
と
し
て
、
旧
野
島
村
の
浄
山
寺
が
元
荒
川
（
か
つ
て
の
利
根
川
）
の
中
州
、
中
島
を
立
地
と
し
て
成
立
し
た
可
能
性
を
、

「
空
中
写
真
」、「
野
島
浄
山
寺
口
伝
書
」（
８
）

を
基
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
９
）

が
、
現
在
の
Ａ
家
の
母
屋
を
中
心
と
す
る
敷
地
も
ま
た
、
か
つ
て

の
「
会
之
川
」
に
あ
っ
た
聖
地
と
し
て
の
中
島
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

つ
ま
り
、
現
在
の
Ａ
家
の
母
屋
を
中
心
と
す
る
敷
地
こ
そ
が
、
古
代
あ
る
い
は
中
世
か
ら
の
聖
地
と
し
て
存
在
し
続
け
た
か
つ
て
の
「
会
之
川
」

の
中
島
跡
で
あ
り
、
室
町
時
代
中
期
か
ら
後
期
以
降
に
、
聖
地
と
し
て
の
中
島
跡
の
敷
地
に
「
香
取
社
」
が
勧
請
さ
れ
、「
大
泉
院
（
別
称
不
動
院
）」

も
開
基
さ
れ
た
。

近
世
以
降
に
は
、
大
坂
の
陣
の
落
武
者
の
伝
承
を
持
つ
Ａ
家
の
先
祖
に
よ
っ
て
、
当
山
派
修
験
の
「
大
泉
院
（
別
称
不
動
院
）」
と
し
て
中
興
さ

れ
、「
香
取
社
」
は
旧
船
渡
村
の
鎮
守
と
な
り
、
大
泉
院
の
持
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
中
島
跡
以
外
の
敷
地
に
は
新
義
真
言
宗
の
「
南
泉
院
」
が
開
基

さ
れ
て
、
旧
船
渡
村
の
仏
教
、
修
験
道
、
神
道
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

『
越
谷
市
の
史
蹟
と
伝
説
』、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』、「
Ａ
家
文
書
」
か
ら
判
明
し
た
「
大
泉
院
、
南
泉
院
、
不
動
院
」
の
三
院
及
び
旧
船
渡

村
鎮
守
の
「
香
取
社
」
の
「
三
院
一
社
」
の
す
べ
て
の
正
確
な
位
置
が
不
明
で
あ
る
現
状
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
の
提
起
を
し
た
。

①
現
在
の
Ａ
家
の
母
屋
を
中
心
と
す
る
敷
地
こ
そ
が
、
か
つ
て
の
「
会
之
川
」
に
あ
っ
た
古
代
あ
る
い
は
中
世
か
ら
の
聖
地
と
し
て
存
在
し
続
け

た
中
島
跡
で
あ
り
、
室
町
時
代
中
期
か
ら
後
期
以
降
に
、
聖
地
と
し
て
の
中
島
跡
の
敷
地
に
「
香
取
社
」
が
勧
請
さ
れ
、「
大
泉
院
（
別
称
不
動

院
）」
も
開
基
さ
れ
た
。

②
近
世
以
降
に
は
、
大
坂
の
陣
の
落
武
者
の
伝
承
を
持
つ
Ａ
家
の
先
祖
に
よ
っ
て
、
当
山
派
修
験
の
「
大
泉
院
（
別
称
不
動
院
）」
と
し
て
中
興
さ

れ
、「
香
取
社
」
は
旧
船
渡
村
の
鎮
守
と
な
り
、
大
泉
院
の
持
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
中
島
跡
以
外
の
敷
地
に
は
新
義
真
言
宗
の
「
南
泉
院
」
が
開

基
さ
れ
て
、
旧
船
渡
村
の
仏
教
、
修
験
道
、
神
道
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

今
回
、
以
上
の
よ
う
な
「
二
点
」
の
仮
説
の
提
起
を
し
た
が
、
筆
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
、
そ
の
「
二
点
」
と
も
に
現
時
点
で
は
仮
説
に
過
ぎ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
地
調
査
を
含
む
今
後
の
研
究
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

注

(

１)

川
上
四
郎
・
荒
井
三
郎
「
新
方
地
区
の
史
蹟
と
伝
説
」『
越
谷
市
の
史
蹟
と
伝
説
』、
越
谷
市
教
育
委
員
会
、
一
九
六
三
、
二
・
三
頁

(

２)

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』［
第
三
期
］
第
十
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
八
三
頁

(

３)

「
Ａ
家
文
書
」
は
『
越
谷
市
史
』
未
掲
載
で
、
鈴
木
秀
俊
・
加
藤
幸
一
両
氏
に
よ
る
解
読
。

(

４)

「
明
治
前
期
測
量
二
万
分
の
一
フ
ラ
ン
ス
式
彩
色
地
図

䢣
第
一
軍
管
地
方
二
万
分
一
迅
速
測
図
䢣

埼
玉
県
武
蔵
国
南
埼
玉
郡
平
方
村
及
恩
間
邨
近
傍
」

(

５)

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
第
十
一
巻
、
埼
玉
県
立
図
書
館
、
一
九
五
四
、
一
八
三
頁

(

６)

越
谷
市
大
字
船
渡
一
八
六
九
の
船
渡
香
取
神
社
境
内
に
あ
る
。

(

７)

『
越
谷
市
史
四

史
料
二
』、
越
谷
市
、
一
九
七
二

所
収
の
「
白
龍
山
日
記
録
」
記
載
の
「
会
之
川
」
よ
り
表
記
を
採
用
し
た
。

(

８)

『
越
谷
市
史
三

史
料
一
』、
越
谷
市
役
所
、
一
九
七
三
、
八
九
七
・
八
九
八
頁

(

９)

「
旧
千
疋
村
の
「
中
嶋
」」
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